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6 長崎がんばらんば国体における馬事衛生対策 
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 本年長崎県では、長崎がんばらんば国体が開

催され、雲仙市において馬術競技が開催された。

今回、この馬術競技において、馬の伝染病の侵

入防止、出場馬の発生予防のために衛生対策を

実施した。 

  

１ 国体概要 

 長崎県における国体の開催は 45 年ぶりとな

り、10 月 12 日から 22 日の期間で開催された。

馬術競技については、雲仙市特設馬術競技場に

おいて 10月 17 日から 21日までの５日間開催さ

れ、全国から 173 頭の競技馬が出場した。全国

から多くの競技馬が集合することから、徹底し

た衛生対策が必要と考えた。  

 近年の馬における主な伝染性疾病の発生状況

を表－１に示した。 

 

 このように、散発的ではあるものの伝染病の

発生がみられており、過去には馬術競技の中止

もあっていることから、伝染病の侵入防止、発

生予防の観点から衛生対策を実施した。 

 大会における馬事衛生本部の組織体制は図－ 

１に示したとおりである。大会においては雲仙

市実行委員会馬事衛生本部および高校生補助員 

 

と協力して業務を実施した。 

 

 

２ リハーサル大会  

 本大会までの主なスケジュールを表－２に示

した。 

 

 リハーサル大会に先立ち、５月 20 日に衛生業

務に対する研修会が開催され、リハーサル大会

および本大会への動員者 38 名に対して、衛生業

務の概要や注意点の説明がなされ、併せて特設

馬術競技場の視察が行われた。 

 その後、６月 14、15 日の 2日間、リハーサル

大会が本大会と同じ雲仙市特設馬術競技場で行

われた。リハーサル大会は九州馬術大会を兼ね
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ており九州各県から 68 頭が出場した。リハーサ

ル大会では本体と同様の衛生対策を実施し、動

員者の意識付けを行った。 

 リハーサル大会終了後、７月 25 日には業務検

討会を実施した。検討会においては、衛生業務

を含め運営面に関連した様々な改善点が挙げら

れた。衛生業務に関係する主なものは、衛生管

理区域から馬場エリアへの入口については当初

１か所を予定していたものが、競技馬の競技場

への移動を考慮して２か所に変更になったた

め、消毒マットの追加を行うこととした。 

もう一点は、衛生管理区域の出入について、指

定された場所以外の通り抜け可能な場所におい

て出入が認められたため、そのような場所につ

いては、通行制限の貼紙やチェーンの設置をす

ることとした。これらの改善点を元に本大会に

向けた準備を行った。 

 

３ 会場における衛生対策 

 図－２に雲仙市特設馬術競技場の見取り図を

示した。 

 競技場は厩舎エリアと馬場エリアに分けら

れ、厩舎エリアについて衛生管理区域に設定し

競技馬の入場前に厩舎内の消毒を実施した。衛

生管理区域内外を競技馬が出入する３か所につ

いては、消毒マットの設置を行った。また、厩

舎出入口については踏込み消毒槽および手指消

毒用アルコールの設置を行った。 

 

４ 出場馬の衛生管理 

 競技馬の出場要件については、表－３に示し

たとおりである。 

 

 出場要件については、実施状況の確認のため

に、予防注射確認票、馬健康手帳および日本馬

術連盟乗馬登録証の写しの提出を義務付けた。

また、予防注射確認票については、電子データ

でも提出を行うこととし、出場要件を満たして

いるかの確認作業については、エクセルを活用

し実施した。図－3に示したように、受け取った

電子データをエクセルに取り込むことでチェッ

クシートに出力できるようになっている。この

システムにより確認作業はスムーズかつ迅速に

行うことが出来たが、必要書類の提出の遅れや

不備による修正指導等もあり、最終的に全馬の

確認作業が終了したのは、入厩が始まる２日前

であった。なお、出場申請のあった中で１頭に

ついては、要件を満たしていなかったため、出

場不可とした。 

 

 入厩時には、健康手帳および登録証の提出を

求め、事前に送付されていた写しと相違がない

か照合を実施した。照合にあたって必要となる

書類については、各県ごとにファイリングして

おき、迅速に行えるようにした。手帳の確認後

に馬運車の消毒を実施し、帯同車がある場合に
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は馬運車と同様に消毒を実施した。その後、競

技馬の降車時には申請された馬と間違いがない

かの馬体照合と、異常の有無を確認する臨床検

査を実施した。日本馬術連盟乗馬登録証につい

ては、各県ごとにファイリングを行い、写真－

１に示したように顔の流星等の特徴や烙印の有

無などをチェックしておき、確認作業が迅速に

行えるようにした。 

 

 

５ 競技開催中の健康管理 

 出場馬の入厩が始まる 10月 14日から 21日ま

での 8 日間、衛生管理区域内に家畜診療所を設

置した。伝染性疾病が疑われる馬がみられた場

合は、救護獣医師から馬事衛生本部へ連絡し、

マニュアルに基づき対応することとした。 

 診療所における診療件数は 60 件で、内容の内

訳は図－４に示したとおりである。 

 

 輸送性疲労の中には発熱がみられた個体もい

たが、全体を通して伝染性疾病が疑われると診

断された個体はいなかった。 

 競技馬の在厩期間中は、各県の責任者である

ホースマネージャーに毎日の出場馬の健康観察

および体温測定とその記録を義務付けた。また、

体温については、各馬房に貼り出した記録用紙

に記入を行うように指導し、朝夕確認を行った

（写真－２）。また、確認時に 38.5℃以上の個

体がみられた場合には診療獣医師に報告を行う

こととした。 

 

 

６ まとめ 

 リハーサル大会の実施により、本大会に向け

ての作業内容の確認が出来、また問題点を抽出

し改善することで本大会においてより円滑に業

務を行うことが出来た。 

 出場要件については、エクセルでシステムを

構築しそれを活用することで、また必要書類の

確認についてはそれぞれをファイリングしてお

くことで正確な個体確認と各作業の迅速化を図

ることが出来た。 

 今大会で出場馬が在厩した 10 月 14 日から 21

日までの 8 日間、疑い事例も含め伝染性疾病の

発生はみられず、関係者の協力と徹底した衛生

対策により、大きな事故もなく円滑な大会運営

が図られた。 

 

 

 

 

 

 




